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公立大学法人秋田県立大学女性活躍推進行動計画

女性職員が個性と能力を十分に発揮し安心して働き続けることのできる雇用環境を目

指し行動計画を策定する。

１．計画期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間

２．本学の課題

○ 女性職員が仕事と家庭を両立するための支援制度を積極的に利用できていない。

・ 両立支援のための制度を利用することにより業務の妨げとなることを懸念している。

・ 両立支援のための制度の内容や手続きをよく理解していない。

・ 両立支援のための制度の周知が不十分である。

３．定量的目標

○ 女性職員の育児休業取得率を９０％以上とする。

○ 男性職員の配偶者出産のための休暇取得率を９０％以上とする。

○ 職員(教員を除く）に与えられる１年間の年次有給休暇日数に対し、取得率を５０

％以上とする。

○ ハラスメントのセミナー受講率を５０％以上とする。

４．取組内容

○ 女性職員、男性職員ともに両立支援制度の利用促進を図り、女性職員が育児休業

から職場に復帰しやすい環境づくりに取り組む

・平成２８年４月～ 電子メールでの周知やイントラネットへの掲示等により、両立支

援制度制度に関する利用率を高めるための取組を行う。

・平成２８年４月～ 県内の高等教育機関や研究機関で構成されている「女性研究者コ

ンソーシアム秋田」が、女性研究者を支援するために取り組んでい

る各種事業への参加と制度の活用を通じて、女性研究者の研究活動

を支援する。

・平成２８年４月～ 女性職員の育児休業に伴う代替職員の確保と必要に応じて業務配

分の見直しを行う。

・平成２８年４月～ 育児休業復帰後は、元の所属に配置することを原則としつつ、本
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人との面談を行い、配置希望に配慮する。

・平成２８年４月～ 男性職員の配偶者出産のための休暇取得率を促進するために、上

司から積極的な声かけを行う。

○ 年次有給休暇等の取得促進に取り組む

・平成２８年６月～ 年次有給休暇計画書を作成し、四半期毎の取得目標を設定させ、

計画的に取得する仕組みを作るとともに、取得実態の把握を行う。

・平成２８年４月～ 管理職は、部下に対し積極的な声かけを行い、取得しやすい雰囲

気づくりを行う。

・平成２８年７月～ ７月から９月までの間で付与されている夏季休暇（４日又は５日）

を全職員が取得するための意識啓発を促す。

○ ハラスメントのない健全で働きやすい職場環境づくりに取り組む

・平成２８年４月～ ハラスメント相談・苦情を受け付ける相談窓口を教職員へ周知し、

気軽に申し出のできる環境づくりを推進する。

・平成２８年１０月～ 職場の実態把握および今後の効果的な取り組みの検討のため、ア

ンケート等を実施する。

・平成２８年１１月～ 職員を対象としたハラスメントセミナー及び相談員向けの研修会

などを開催することにより、ハラスメントの未然防止、相談体制の

強化を図る。


